施術所開設届について

１　提出時期
　　施術所開設した日から１０日以内。遅延した場合、余白に遅延理由を記載すること。
２　提出部数
　　２部。１部は控え。
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に基づく届書と「柔道整復師法」に基づく届書を同時に行う場合、それぞれ２部ずつ作成してください(⑦以降省略、添付資料は共通で可。)。

３　記載上の注意事項

【④　開設者の氏名、生年月日】
　　　個人開設の場合は開設者の氏名、生年月日を記入、法人開設の場合は法人名称と代表者の氏名のみ記入（生年月日は不要）
【⑥　従事する施術者
「従事する施術者」欄は免許を持って施術する者全員が対象。
【⑦　構造設備の概要および平面図】
(１)　６．６㎡以上の専用の施術室を有すること。

　　(２)　３．３㎡以上の待合室を有すること。
　　(３)　施術室は、室面積の７分の１以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない。

(４)　住居・店舗等と構造上独立していること。（出入口を別に設ける等明確に区画する。）

(５)　「平面図」は、各室ごと（特に「施術室」「待合室」）の内寸法を必ず記入すること。

(６)　「換気部分」は、同時に外気に開放できる部分の面積を記入してください。
(７)　施術室と待合室の区画は、固定壁等で完全に仕切られていること。
(８)　「あん摩マッサージ指圧、はり、きゆう」の施術所と「柔道整復」の施術所を併設する場合、それぞれの業務に専用の施術室が必要。ただし、従事する施術者が1人であり、かつ、双方の免許を有する場合には専用施術室の設置を1室とすることも可能。

(９)　ベッドを複数（２台以上）設置する場合、各々カーテン等で仕切り、施術を受ける者のプライバシーに配慮すること。

【⑧　敷地周囲の見取図】
ネット上の地図のコピー添付で可。
４　添付書類

(１)　施術者の各資格の免許証の写し。（免許証の原本も持参し、提示してください。）

(２)　開設者と施術者の運転免許証等の写し。（原本も持参し、提示してください。）

(３)　開設者が法人の場合は、法人登記簿の記載事項証明書。

５　施術所の名称について
(１)　「あんま」「マッサージ指圧」「はり」「きゅう」「柔道整復」など業種が分かる表現を必ず名称に入れること。
(２)　「○○療院」「○○治療所」「○○はり科治療院」など診療所と紛らわしい名称は不可。また、「○○鍼灸医」や「診療」「療養」という表現も使用できません。
(３)　原則、開設者名を入れた名称であること。入れることができない場合は、余白に理由の記載をお願いします。
６　その他厳守事項
(１)　施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。

(２)　衛生措置①常に清潔に保つこと。②採光、照明及び換気を充分にすること。
(３)　はりを業とする場合、乾熱滅菌装置等を設置すること。ただし、使い捨てのはり(ディスポタイプ)のみを使用し、使用済みはりの保管及び廃棄を安全な方法で行うときはこの限りではない。

(４)　施術録等の記録を作成すること。
(５)　施術所内で届出内容以外の行為（整体やカイロプラクティス、エステ等）を行わないこと。

(６)　「あはき・柔整広告ガイドライン」を遵守すること。
